
 

 

日薬業発第３０６号 

平成２３年２月２日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長  殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について 

 

 標記について、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたの

でお知らせいたします。 

 本連絡は、医薬品の製造販売承認に伴い、販売名に変更があった医薬品の薬価

基準収載（厚生労働省告示第１７号）及び製薬企業より薬価基準からの削除依頼

のあった医薬品を経過措置品目としたこと（同告示第１８号）に関するものです。 

 今回一部改正された薬価基準及び経過措置品目は平成２３年１月２８日より適

用となり、また、経過措置品目とされた医薬品の使用期限については、平成２４

年３月３１日となりますので、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。 

 










